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提供先が「国
連武器禁輸
国・地域」※3で

ある

通常兵器の開
発等に用いら
れる可能性が
ある
様式4(ﾁｪｯｸﾘｽﾄ)

輸出許可
申請は
不要

輸出許可申請が必要

リスト規制に該
当する
様式2
   (該非判定票)
(ﾘｽﾄ規制対象の
　貨物･技術一覧)
(項目別対比表)

提供先が「ホ
ワイト国」※1で

ある

提供先機関が
「外国ユー
ザーリスト」※2

に掲載されて
いる
様式5(ﾁｪｯｸﾘｽﾄ)

提供技術が
「外国ユー
ザーリスト」※2

に該当する分
野である
様式5(ﾁｪｯｸﾘｽﾄ)

大量破壊兵器
の製造等に用
いられる可能
性がある
様式3(ﾁｪｯｸﾘｽﾄ)

「ホワイト国」※1

アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、

チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、

ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルク、

オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、

スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国

「外国ユーザーリスト」※2

イスラエル、イラン、インド、北朝鮮、シリア、

台湾、中国、パキスタン、アフガニスタン

「国連武器禁輸国・地域」※3

アフガニスタン、コンゴ民主共和国、

コートジボワール、イラク、レバノン、リベリア、

北朝鮮、シエラレオネ、ソマリア、スーダン
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